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三井住友信託銀行 年金企画部  
 

令和３年度税制改正大綱について  
 

2020年（令和２年）12月10日、自民・公明両党から「令和３年度税制改正大綱」が発表されました。 

大綱中の企業年金関連事項について以下のとおりご案内申し上げます。 

大綱には、政府税調での議論も踏まえた税制改正の基本的な考え方や、社会保障審議会 企業年金・

個人年金部会で議論されている確定拠出年金の拠出限度額の見直し、退職所得課税の適正化等が記載

されております。 

私的年金における公平な税のあり方については、拠出・運用・給付の各段階を通じた適正かつ公平

な税負担の確保のために、今後の議論の中で「具体的な案を精力的に検討する」とされました。引き

続き、今後の検討状況について注目してまいります。 

 

令和３年度税制改正大綱からの抜粋（年金関連事項） 

Ⅰ．私的年金に関する公平な税制のあり方 

第一 令和３年度税制改正の基本的考え方 

 ５．経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し 

（2）私的年金等に関する公平な税制のあり方 

働き方やライフコースが多様化する中で、老後の生活に備えるための支援について、働き方に

よって有利・不利が生じない公平な税制の構築が求められている。 

こうした観点から、拠出段階の課税については、例えばイギリスやカナダにおける各種私的年

金の共通の非課税拠出限度枠なども参考に、働き方によって税制上の取扱いに大きな違いが生じ

ないような姿を目指し、議論を具体化していく段階にきている。また、給付段階の課税について、

給付が一時金払いか年金払いかによって税制上の取扱いが異なり、給付のあり方に中立ではない

こと、勤続期間が20年を超えると一年あたりの控除額が増加する仕組みが転職などの増加に対応

していないといった指摘がある。雇用の流動性や経済成長との整合性なども踏まえ、税制が老後

の生活や資産形成を左右しない仕組みとするべく、諸外国の例も参考に給与・退職一時金・年金

給付の間の税負担のバランスを踏まえた姿とする必要がある。 

こうした課題については、拠出・運用・給付の各段階を通じた適正かつ公平な税負担を確保で

きる包括的な見直しを目指す必要があるが、これに対応するため、例えば従業員それぞれに私的

年金等を管理する個人退職年金勘定を設けるといった議論がある。拠出段階においては、私的年

金共通の非課税拠出額を設定してこの勘定に拠出することで、働き方によって有利・不利が生じ

ない仕組みとするとともに、給付段階においては、退職金からもこの勘定に非課税で拠出できる

ようにし、この勘定からの受給の際の課税を統一することにより課税の中立・公平を図ろうとす

るものである。こういった議論も参考にしながら、老後に係る税制について、あるべき方向性や

全体像の共有を深めながら、具体的な案を精力的に検討する。その際には、私的年金や退職給付

のあり方は、個人の生活設計にも密接に関係することなどを踏まえ、丁寧な検討を行っていくこ

とが重要である。 

令和３年度税制改正においては、こうした改革の一環として、私的年金の拠出限度額をより公

平な算定方法に改善する等の私的年金の見直しが行われることを踏まえ、これらの拠出段階の課

税についても、現行の税制上の措置を適用することとする。 
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本資料は、作成日において弊社が信頼できると判断した情報等に基づいて作成したものであり、その情報の正確性・確実性について保証す

るものではありません。本資料の内容に関する疑問・不明点がございましたら、弊社営業担当店部等にご照会下さいますようお願い申し上

げます。本メールまたはファックスが、万一誤ってご登録先以外の方に着信した場合には、お手数ですが次の担当部署までご連絡下さいま

す様お願い申し上げます。 〔担当部署〕三井住友信託銀行株式会社 年金企画部  〔電話番号〕03-5404-3081 

 

Ⅱ．確定拠出年金の拠出限度額の見直し、退職所得課税の適正化 

第二 令和３年度税制改正の具体的内容 

 一 個人所得課税 

  ４ その他 

（２）確定拠出年金法施行令の改正を前提に、確定拠出年金制度について次の見直し等が行われた後

も、現行の税制上の措置を適用する。 

① 確定給付企業年金制度の加入者の企業型確定拠出年金の拠出限度額（現行：月額2.75万円）を、

月額5.5万円から確定給付企業年金ごとの掛金相当額を控除した額とする。 

② 確定給付企業年金制度の加入者の個人型確定拠出年金の拠出限度額（現行：月額1.2万円）を、

月額5.5万円から確定給付企業年金ごとの掛金相当額及び企業型確定拠出年金の掛金額を控除

した額（月額２万円を上限）とする。 

（３）退職所得課税の適正化 

① その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の下での勤続年数が５年以下である者が当

該退職手当等の支払者から当該勤続年数に対応するものとして支払を受けるものであって、特

定役員退職手当等に該当しないもの（以下「短期退職手当等」という。）に係る退職所得の金

額の計算につき、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち300万

円を超える部分については、退職所得の金額の計算上２分の１とする措置を適用しないことと

する。 

② 上記①の見直しに伴い、短期退職手当等と短期退職手当等以外の退職手当等がある場合の退職

所得の金額の計算方法、退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法及び退職所得の源泉徴収票

の記載事項等について所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和４年分以後の所得税について適用する。 

 

Ⅲ．源泉徴収関係書類 

第二 令和３年度税制改正の具体的内容 

 一 個人所得課税 

  ４ その他 

（７）給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給与等」という。）の支払を受ける者が、給与等

の支払をする者に対し、次に掲げる源泉徴収関係書類の書面による提出に代えて当該書類に記

載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の要件であるその給与等の支払をする者が

受けるべき税務署長の承認を不要とするほか、これに伴う所要の措置を講ずる。 

① 給与所得者の扶養控除等申告書 

② 従たる給与についての扶養控除等申告書 

③ 給与所得者の配偶者控除等申告書 

④ 給与所得者の基礎控除申告書 

⑤ 給与所得者の保険料控除申告書 

⑥ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書 

⑦ 所得金額調整控除申告書 

⑧ 退職所得の受給に関する申告書 

⑨ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 

（注）上記の改正は、令和３年４月１日以後に提出する源泉徴収関係書類について適用する。 
 

Ⅳ．年金課税における検討事項 
第三 検討事項 

 １ 年金課税については、少子高齢化が進展し、年金受給者が増大する中で、世代間及び世代内の公

平性の確保や、老後を保障する公的年金、公的年金を補完する企業年金を始めとした各種年金制

度間のバランス、貯蓄・投資商品に対する課税との関連、給与課税等とのバランス等に留意する

とともに、平成30年度税制改正の公的年金等控除の見直しの考え方や年金制度改革の方向性、諸

外国の例も踏まえつつ、拠出・運用・給付を通じて課税のあり方を総合的に検討する。 

以上 


